
議案第１２３号 

 

群馬県市町村総合事務組合の規約変更に関する協議について 

 

群馬県市町村総合事務組合規約（平成２年群馬県指令地第１８号）の変更について、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項本文の規定により、別紙の

とおり群馬県市町村総合事務組合組織団体間において協議の上定めることについて、

同法第２９０条の規定により、議会の議決を求める。 

 

 

  令和７年１１月２８日提出 

 

安中市長 岩 井  均   

 



群馬県市町村総合事務組合の規約変更に関する協議書 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項本文の規定により、群馬県

市町村総合事務組合規約を下記のとおり変更することについて協議する。 

 

記 

 

群馬県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約 

 群馬県市町村総合事務組合規約（平成２年群馬県指令地第１８号）の一部を次のよう

に改正する。 

 別表第１中「太田市外三町広域清掃組合」を「太田市外三町清掃斎場組合」に改める。 

 別表第２の１の項中「太田市外三町広域清掃組合」を「太田市外三町清掃斎場組合」

に改め、同表の４の項を削り、同表の５の項中「太田市外三町広域清掃組合」を「太田

市外三町清掃斎場組合」に改め、同項を同表の４の項とし、同表中６の項を５の項とす

る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規約は、令和８年４月１日から施行する。 

（群馬県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約の一部改正） 

２ 群馬県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約（令和５年群馬県指令市第３

００３３－６号）の一部を次のように改正する。 

  附則第２項中「改正後の別表第２の５の項」を「群馬県市町村総合事務組合規約別

表第２の４の項」に、「同表の５の項左欄」を「同表の４の項左欄」に改める。 

 


